
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医

療

法

人

彩

寿

会 

あ
さ
み
医
院 

倉
林
医
院 

女
性
と
家
族
の 

す

み
れ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

上
尾
な
か
よ
し
ク
リ

ニ
ッ
ク 

原
市
団
地
診
療
所 

医
療
法
人
財
団
永
光

会 

北
上
尾
す
こ
や

か
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
彩
寿
会 

久
喜 

邦
康 

須
藤 

敦
夫 

医
療
法
人
社
団
彩

悠
会 

本
家 

宏
之 

医
療
法
人
財
団
永

光
会 開 

設 

者 

名 

深
谷
市
黒
田
三
七
四 

秩
父
郡
長
瀞
町
長
瀞
一
三
五
五

―
二 

所
沢
市
緑
町
一
―
一
―
四
巴
ビ
ル 

二
階
Ｃ 

上
尾
市
上
町
二
―
二
―
二
三 

三
和
ビ
ル
三
階 

上
尾
市
原
市
三
三
三
六
―
四
街

区
二
〇
号
棟
一
〇
七 

上

尾

市

原

新

町

一

五

―

一

四 

小
林
ビ
ル
二
階 

所 
 

在 
 

地 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
八
月

二
十
一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

指

定

年

月

日 



 

み
ん
な
の
薬
局
早
稲

田
の
杜
店 

あ
す
な
ろ
薬
局 

も
く
せ
い
薬
局 

か
み
や
薬
局 

蘭
薬
局 

新
三
郷
店 

佐
々
木
歯
科
診
療
所 

春
山
歯
科
医
院 

狭
山
ア
ゼ
リ
ア
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

町
田
歯
科 

あ
い
ゆ
う
歯
科 

三

郷
診
療
所 

耳
鼻
咽
喉
科 

中
島

医
院 

ア
ラ
イ
ア
ン
ス
フ

ァ
ー
マ
株
式
会
社 

ア
ラ
イ
ア
ン
ス
フ

ァ
ー
マ
株
式
会
社 

げ
ん
き
印
有
限
会

社 株
式
会
社
グ
ッ
ド

フ
ェ
ロ
ー
ズ 

株
式
会
社
蘭
調
剤

薬
局 

佐
々
木 

隆
人 

春
山 

親
弘 

野
中 

康
弘 

町
田 
和
徳 

医
療
法
人
社
団
あ

い
ゆ
う
会 

中
島 

正
臣 

本
庄
市
早
稲
田
の
杜
三
―
八
―
一

六 入
間
市
東
町
七
―
一
三
―
一
六 

戸
田
市
上
戸
田
八
四
―
二 

鴻
巣
市
上
谷
六
八
三
―
二 

三
郷
市
彦
成
二
―
二
〇
二
―
三 

熊
谷
市
榎
町
一
〇
九 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
二
二
四 

狭
山
市
上
奥
富
一
一
二
六
―
一 

イ
オ
ン
狭
山
一
一
九
区
画 

飯
能
市
双
柳
五
八
七
―
三 

三
郷
市
戸
ケ
崎
二
―
二
四
三
―
五 

熊
谷
市
玉
井
一
―
七
九 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
八
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

七
日 

令
和
四
年
九
月

六
日 

令
和
四
年
七
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
元
年
十
月

一
日 

令
和
二
年
四
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

   

な
な
い
ろ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
日

高
高
萩
店 

あ
ん
じ
ゅ
薬
局 

北

本
店 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン

薬
局
志
木
駅
南
口
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
秩

父
小
鹿
野
店 

な
な
い
ろ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

株
式
会
社
明
翔
メ

デ
ィ
カ
ル 

株
式
会
社
コ
コ
カ

ラ
フ
ァ
イ
ン
ヘ
ル

ス
ケ
ア 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

北
足
立
郡
伊
奈
町
本
町
二
―
二
三 

ウ
エ
ス
ト
ガ
ー
デ
ン

 

一
〇
〇

号 日
高
市
高
萩
二
三
五
九
―
一 

北
本
市
東
間
五
―
七
二
―
二 

新
座
市
東
北
二
―
三
六
―
一
一
志

木
駅
南
口
ビ
ル
二
Ｆ 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
小
鹿
野
一
九
七

九 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

花
尾 

祐
太 

岡

田 

ひ

ろ

み 桑
原 

志
保 

清
水 

武
師 

氏 
 

名 

    

住 

所 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
上
尾
施

術
所 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

福
寿 

ゆ
ず
接
骨
院 

ま

ち

の

整

骨

院 

南
桜
井 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

上
尾
市
浅
間
台
四
―
二
三
―
一

〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上
尾
二
〇
六 

さ
い
た
ま
市
北
区
東
大
成
町
二

―
三
四
三
―
二 

鴻
巣
市
鴻
巣
一
一
八
六
―
八 

春
日
部
市
米
島
一
一
八
六
―
一

五 所 
 

在 
 

地 

令
和
四
年
九
月

十
二
日 

令
和
四
年
八
月

一
日 

令
和
四
年
十
一

月
一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

指

定

年

月

日 



  

小
山 

正
浩 

阿
部 

将
徳 

石

井 

ま

り

子 吉
武 

鉄
也 

鈴
木 

歩 

内
田 

京
子 

臼
田 

泉 

       

訪
問
医
療
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
久
喜
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ 

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ 

Ｓ

Ｕ
Ｎ 

太
田 

ベ

ス

ト

治

療

院 

鴻
巣
店 

Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

入
間
ス
テ
ー
シ
ョ

ン Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

川
越
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 鈴
木 

歩 

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
Ａ
ｇ
ｅ

治
療
院 

駒
込 

株
式
会
社
一
隣
堂 

久
喜
市
久
喜
中
央
二
―
四
―
二

六
コ
バ
ヤ
シ
ハ
ウ
ス
二
〇
三 

群
馬
県
太
田
市
鳥
山
下
町
六
四

六
―
一
ク
レ
セ
ン
ト
ハ
ウ
ス
三

〇
三 

鴻
巣
市
鎌
塚
一
八
一
六
―
三 

入
間
市
東
藤
沢
四
―
一
六
―
一

二
―
二
〇
二 

川
越
市
霞
ケ
関
北
二
―
六
―
一

―
一
〇
三 

草
加
市
松
原
五
―
九
―
一
五
―

二
〇
二 

東
京
都
北
区
中
里
二
―
三
―
三 

久
喜
ビ
ル
三
〇
五
号
室 

東
京
都
渋
谷
区
東
一
―
一
三
―

四
Ｍ
Ａ
Ｔ
常
盤
松
一
〇
一 

令
和
四
年
九
月

二
十
二
日 

令
和
四
年
九
月

二
十
一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

一
日 

令
和

四
年
九
月

一
日 

令
和
四
年
十
月

一
日 

令
和
四
年
九
月

二
十
二
日 


